
議
案
第
八
十
四
号 

 
宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
及
び
宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
の
一 

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
及
び
宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
及
び
宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

（
宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
（
平
成
八
年
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
排
水
設
備
等
の
工
事
の
施
行
） 

第
十
一
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
（
市
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
、

当
該
工
事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が
指
定
し
た
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
市
町
村
長
（
地

方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
延
滞
金
） 

第
二
十
九
条
の
二 

市
長
は
、
使
用
料
の
督
促
を
受
け
た
使
用
者
が
そ
の
督
促
状
に
お
い
て
指

定
さ
れ
た
期
限
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
期
限
」
と
い
う
。
）
ま
で
に

当
該
使
用
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
使
用
料
を
完

納
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
使
用
料
の
額
が
二
千
円
以
上
（
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
の
額
に
つ

き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
指
定
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
は
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す

4
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る
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
延
滞
金
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ

の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

２ 
前
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六

十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
使
用
者
が
指
定
期
限
ま
で
に
使
用
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
延
滞
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
） 

２ 

当
分
の
間
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
及
び
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
延

滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う
。
）
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
七
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞
金
特

例
基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年

七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す

る
。 

（
宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
（
平
成
十
六
年
条
例
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
排
水
設
備
等
の
工
事
の
施
行
） 

第
十
四
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
（
市
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
、

当
該
工
事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が
指
定
し
た
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
市
町
村
長
（
地

方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
延
滞
金
） 

第
二
十
二
条
の
二 

市
長
は
、
使
用
料
の
督
促
を
受
け
た
使
用
者
が
そ
の
督
促
状
に
お
い
て
指

4
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定
さ
れ
た
期
限
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
期
限
」
と
い
う
。
）
ま
で
に

当
該
使
用
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
使
用
料
を
完

納
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
使
用
料
の
額
が
二
千
円
以
上
（
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
の
額
に
つ

き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
指
定
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
は
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す

る
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
延
滞
金
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ

の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六

十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
使
用
者
が
指
定
期
限
ま
で
に
使
用
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
延
滞
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
） 

２ 

当
分
の
間
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
及
び
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
延

滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う
。
）
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
七
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞
金
特

例
基
準
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年

七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す

る
。 附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
宇
部
市
農
業
集

落
排
水
施
設
条
例
第
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
第

十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
第
二
十
九
条
の
二
及
び

附
則
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条

4
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例
第
二
十
二
条
の
二
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
使
用
す
る
施

設
の
使
用
料
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
か
ら
継
続
し
て
使
用
し

て
い
る
施
設
の
使
用
で
、
同
日
以
後
初
め
て
使
用
料
の
支
払
を
受
け
る
権
利
が
確
定
す
る
使
用

料
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
及
び
生
活
排
水
処
理
施
設
使
用
料
の
徴
収
の
公
平
化
及
び
徴
収
率

の
向
上
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
使
用
料
に
係
る
延
滞
金
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

宇
部
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
（
平
成
八
年
条
例
第
二
十
七
号
） 

旧 

新 

（
排
水
設
備
等
の
工
事
の
実
施
） 

第
十
一
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
は
、
市

長
が
当
該
工
事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て

指
定
し
た
業
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
認
め
る
工
事
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
排
水
設
備
等
の
工
事
の
施
行
） 

第
十
一
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
（
市
規

則
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
、
当
該

工
事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が
指

定
し
た
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、

市
長
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を

含
む
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
使
用
料
等
の
減
免
） 

（
使
用
料
等
の
減
免
） 

第
二
十
九
条 

第
二
十
九
条 

 

（
延
滞
金
） 

第
二
十
九
条
の
二 

市
長
は
、
使
用
料
の
督
促
を
受

け
た
使
用
者
が
そ
の
督
促
状
に
お
い
て
指
定
さ
れ

た
期
限
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指

定
期
限
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
当
該
使
用
料
を
納

付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
期
限
の
翌
日

か
ら
当
該
使
用
料
を
完
納
す
る
日
ま
で
の
期
間
の

日
数
に
応
じ
、
当
該
使
用
料
の
額
が
二
千
円
以
上

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
の

額
に
つ
き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
指
定
期
限

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
は
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞

金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
延
滞
金
に
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全
額
が
千
円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の

全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年

4
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の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五
日

当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
使
用
者
が
指
定
期
限
ま
で
に
使
用
料

を
納
付
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
延

滞
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
） 

２ 

当
分
の
間
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
延
滞
金
の
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

及
び
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
延
滞
金
特
例
基
準

割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う
。
）
に

年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
七
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金

特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合
と
し
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合

に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。 

   

宇
部
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
（
平
成
十
六
年
条
例
第
百
七
号
） 

旧 

新 

（
排
水
設
備
等
の
工
事
の
施
行
） 

第
十
四
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
は
、
当

該
工
事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が

（
排
水
設
備
等
の
工
事
の
施
行
） 

第
十
四
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
（
市
規

則
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
、
当
該

5
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指
定
し
た
業
者
で
な
け
れ
ば
施
行
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
認
め
る
工
事
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

工
事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が
指

定
し
た
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、

市
長
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を

含
む
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
使
用
料
の
減
免
） 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
二
十
二
条 

第
二
十
二
条 

 

（
延
滞
金
） 

第
二
十
二
条
の
二 

市
長
は
、
使
用
料
の
督
促
を
受

け
た
使
用
者
が
そ
の
督
促
状
に
お
い
て
指
定
さ
れ

た
期
限
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指

定
期
限
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
当
該
使
用
料
を
納

付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
期
限
の
翌
日

か
ら
当
該
使
用
料
を
完
納
す
る
日
ま
で
の
期
間
の

日
数
に
応
じ
、
当
該
使
用
料
の
額
が
二
千
円
以
上

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
の

額
に
つ
き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
指
定
期
限

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
は
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞

金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
延
滞
金
に
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全
額
が
千
円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の

全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年

の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五
日

当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
使
用
者
が
指
定
期
限
ま
で
に
使
用
料

を
納
付
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
延

滞
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 
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こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
） 

２ 

当
分
の
間
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
延
滞
金
の
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

及
び
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
延
滞
金
特
例
基
準

割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う
。
）
に

年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
七
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金

特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合
と
し
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合

に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。 
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議案第９０号 

 

宇部市下水道事業会計の剰余金の処分の件  

 

下記のとおり令和６年度宇部市下水道事業会計の未処分利益剰余金を処分するこ

とについて、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定

により、市議会の議決を求める。 

  令和７年９月４日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二     

 

 

記  

未処分利益剰余金の処分    

⑴   令和６年度末残高  ８６３ ,２８７ ,９１５  円  

⑵   議会の議決による処分額  ５７８ ,０００ ,０００  円  

    資本金へ組入  ５７８ ,０００ ,０００  円  

⑶   処分後残高  ２８５ ,２８７ ,９１５  円  
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議案第９６号 

 

公共施設等運営権の設定について  

 

下記のとおり西部浄化センターの公共施設等運営権を設定することについて、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第

１１７号）第１９条第４項の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和７年９月１０日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

記  

１ 公共施設等の名称 

  西部浄化センター  

２ 公共施設等運営権者  

  宇部市西宇部南三丁目３番３４－９号  

  うべアクアフロント株式会社  

   代表取締役  森  永  俊 二 朗 

３ 公共施設等の立地 

  宇部市大字藤曲字沖土手下２４４９番地１ 

４ 公共施設等の規模及び配置 

 (1) 規模 

   敷地面積  ５９,８１６㎡ 

 (2) 配置  

   別図のとおり 

５ 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容  

 (1) 義務事業 

  ア 経営に関する業務  

  イ  維持管理に関する業務  

ウ 改築に関する業務 

 (2) 附帯事業  

3



６ 公共施設等運営権の存続期間  

(1) 公共施設等運営権の設定の日から令和３８年３月３１日までとする。 

(2) (1)にかかわらず、以下に定める場合には、市及び公共施設等運営権者が協議  

の上、合意した日まで存続期間を延長することができる。ただし、その期間は、  

５年を超えることができない。  

ア 不可抗力の発生により、本事業が中断若しくは遅延した場合、又は公共施  

設等運営権者に著しい損害が生じた場合で当該損害を回復するために延長が  

必要であるとき  

イ 市の責めに帰すべき事由により、本事業が中断又は遅延した場合  

ウ 公共施設等運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や  

訴訟等により、本事業が中断又は遅延した場合  

 

4



 

別図 

 
 
 

凡 例 

 運営権対象施設の範囲 

配置図 

Ｓ＝1:2500 
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令和7年9月12日
議会説明資料

宇部市公共下水道
西部処理区運営事業（ｺﾝｾｯｼｮﾝ）

優先交渉権者の選定結果について

議案第９６号 公共施設等運営権の設定について



2

西部処理区運営事業（ｺﾝｾｯｼｮﾝ）

１ これまでの経緯

２ 優先交渉権者の選定方法

３ 選定結果

４ PFI法に基づく手続き

５ 今後のスケジュール

目 次



1. これまでの経緯（検討状況、議会報告）
時期 内容

平成27年度～令和２年度 コンセッション導入の可能性を検討
（事業手法、市場調査、費用比較、導入評価等）

令和３年12月 ★議会報告 （令和３年12月議会 産業建設委員会）
下水道施設の維持管理体制のあり方について

令和４年１１月９日 ★第１回 事業者選定委員会 発足 概要説明・現地視察

令和５年 ３月 ★議会報告 （令和５年３月議会 産業建設委員会）
事業者選定委員会（第１回）の開催内容について

令和５年10月１３日 ★第2回 事業者選定委員会 実施方針（素案）の検討

令和６年 ５月２８日 ★第３回 事業者選定委員会 実施方針（案）、要求水準書（案）の検討

令和６年 8月 9日 ★第4回 事業者選定委員会 募集要項、優先交渉権者選定基準の検討

令和6年 ９月 ★議会報告・議案上程 （令和6年９月議会 産業建設委員会）
報告事項：西部処理区運営事業（ｺﾝｾｯｼｮﾝ）について
議案上程：公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例制定の件

令和６年10月25日 募集要項等の公表

令和7年 5月16日 「提案書類」提出

令和7年 6月24日 ★第５回 事業者選定委員会 優先交渉権者の選定

令和７年 ９月（今回） ★議案上程 （令和7年９月議会 産業建設委員会）
議案上程：公共施設等運営権の設定について 3



4

２. 優先交渉権者の選定方法

①資格審査 ： 応募資格の有無を確認 （３グループが参加を表明）

②提案審査 ： 選定委員会において「提案書」の内容を審査

審査の進め方

総合評価点の採点

総合評価点（満点２00 点） ＝ 提案内容評価（１６0 点） ＋ 提案価格の評価（４0 点）

① 提案内容の評価点（配点：１６0点）

１. 実施方針に関する項目
２. 事業内容に関する項目

② 提案価格の評価点（配点：４0点）



審査結果

3.選定結果

●総合評価点

5

採点結果

〇 優先交渉権者 ： Aグループ

（次点交渉権者 ： Bグループ）

審査項目 配点 Aグループ Bグループ Cグループ

１．実施方針に関する項目 78.00 ６４．８４ ５３．６４ ５４．７４

２．事業内容に関する項目 82.00 ６０．７２ ５８．２０ ５４．０２

３．価格に関する項目 40.00 ３８．７３ ３９．８４ ３９．０５

合 計 200.00 １６４．２９ １５１．６８ １４７．８１

順 位 1位 2位 3位



構成企業

6

3.選定結果

■ 市の財政支出額の削減効果 VFM 約13.7  ※現在価値換算後
（公募前の想定 VFM約8.1％）

従来の包括方式 ５，０７５，３１１千円 ①
今回提案額 ４，３３２，０３４千円 ②
削減額（ ※現在価値換算前） 743,277千円 ③＝①-② 約１４．６％

事業費削減効果

■優先交渉権者 代表企業 メタウォーター㈱
（Aグループ） 構成員 （市内企業） ﾕｰﾃﾞｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、 前村電気工事㈱

大栄建設㈱、 （準市内）UBE三菱セメント㈱
（市外企業） フジ総業㈱

●Ａグループの提案は、事業全体にわたり多角的な内容が盛り込まれており、附帯事業や学校・教育
分野における地域貢献、市民への説明責任についても具体的に示されてい
る。また、30年間のフェーズごとの実施方針が示されており、事業終了後の
情報開示の姿勢が確認でき、特に高く評価しました。 （審査講評 総評より）

審査講評 (令和7年7月2日公表)



５. 今後のスケジュール（予定）

7

西部処理区運営事業（ｺﾝｾｯｼｮﾝ）

時期 内容
令和7年１1月末 実施契約締結
実施契約締結

～令和8年3月31日
事業開始準備

令和８年4月1日 事業開始
令和38年3月３１日 事業完了 （事業期間30年間）

４. PFI法に基づく手続き

公共施設等運営権の設定

PFI法第19条 ･･･ PFI法に基づき「民間事業者」を選定した場合、
遅滞なく、選定された事業者に運営権を設定するものとする
運営権を設置する場合、あらかじめ議会の議決を経なければならない

⇒ 令和7年9月議会上程 （追加議案：議案第96号）



議
案
第
八
十
五
号 

 
宇
部
市
下
水
道
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
下
水
道
条
例
（
平
成
十
六
年
条
例
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

  

第
六
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企
業

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
下
水
道
事
業

の
管
理
者
を
含
む
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
十
九
条
第
三
項
第
四
号
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
」
を
削
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
下
水
道
を
早
期
復
旧
さ
せ
る
た
め
、
他
の
市
町
村
長
等

の
指
定
を
受
け
た
者
に
排
水
設
備
等
の
工
事
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
整
備
を

行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

5
3



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
指
定
等
） 

（
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
指
定
等
） 

第
六
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
（
市
規
則

で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
、
当
該
工

事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が
指
定

し
た
者
（
以
下
「
指
定
工
事
店
」
と
い
う
。
）
で

な
け
れ
ば
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害

そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
市

町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
置

か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
）
の
指

定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
六
条 

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事
（
市
規
則

で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
、
当
該
工

事
に
関
し
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
市
長
が
指
定

し
た
者
（
以
下
「
指
定
工
事
店
」
と
い
う
。
）
で

な
け
れ
ば
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害

そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
市

町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
置

か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
）
の
指

定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
占
用
） 

（
占
用
） 

第
二
十
九
条 

第
二
十
九
条 

３ 

３ 

四 

地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
、
地
方
公
営

企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二

号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
業
以

外
の
も
の
に
係
る
占
用
物
件 

四 

地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
、
地
方
公
営

企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二

号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
業
以

外
の
も
の
に
係
る
占
用
物
件 

 

5
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議
案
第
八
十
六
号 

 
宇
部
市
水
道
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
七
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企

業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
水
道
事
業

の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
市
町
村

長
の
指
定
を
受
け
た
者
に
給
水
装
置
の
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
水
道
を
早
期
復
旧
さ
せ
る
た
め
、
他
の
市
町
村
長
等
の

指
定
を
受
け
た
者
等
に
給
水
装
置
の
工
事
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
整
備
を
行

う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

5
5



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
給
水
装
置
の
工
事
の
設
計
及
び
施
行
） 

（
給
水
装
置
の
工
事
の
設
計
及
び
施
行
） 

第
七
条 

給
水
装
置
の
工
事
の
設
計
及
び
施
行
は
、

管
理
者
又
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
管
理
者
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、

管
理
者
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
り
他
の
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た

者
に
給
水
装
置
の
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
七
条 

給
水
装
置
の
工
事
の
設
計
及
び
施
行
は
、

管
理
者
又
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
管
理
者
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、

管
理
者
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
り
他
の
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た

者
に
給
水
装
置
の
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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議案第９１号 

 

宇部市水道事業会計の剰余金の処分の件  

 

下記のとおり令和６年度宇部市水道事業会計の未処分利益剰余金を処分すること

について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に

より、市議会の議決を求める。 

  令和７年９月４日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二     

 

 

記  

未処分利益剰余金の処分    

⑴   令和６年度末残高  １ ,１１８ ,０９１ ,６００  円  

⑵   議会の議決による処分額  ４５０ ,０００ ,０００  円  

   資本金へ組入  ４５０ ,０００ ,０００  円  

⑶   処分後残高  ６６８ ,０９１ ,６００  円  
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議案第９２号 

 

損 害 賠 償 の 額 を 定 め る 件  

 

下記のとおり損害賠償の額を定めることについて、宇部市交通事業の設置等に関

する条例（昭和４１年条例第７０号）第７条の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和７年９月４日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

令和７年１月２２日、山口市小郡明治の市道において発生した路線バスによる

物損事故 

２ 損害賠償の相手方 

山口市亀山町２番１号 

山口市 

山口市長  伊  藤  和  貴  

３ 損 害 賠 償 の 額   一金 ２,２４２,５９２円也 
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